
美しが丘小学校 いじめ防止基本方針 
                                   平成２６年２月１８日策定 

                                 平成２７年４月１０日改訂 

１ いじめ防止に向けた美しが丘小学校の考え方 

  ○いじめの定義 

  

 

 

 

○いじめを防止するための基本的な方向性 

  あらゆる教育活動を通して、「だれもが、安心して、豊かに」生活できる学校づくりを目指す。 

・児童一人ひとりが自己有用感を得られるような教育活動の実践   《いじめの未然防止》 

・いじめは、どの学級にも、どの子にも起こりうるものであるという認識のもと、学校全体で「いじめを絶対に許さず、

いじめられている児童を守り抜く姿勢」を示す。  《いじめの早期発見および適切な対処・措置》 

   

２ 組織の設置及び組織的な取組 

  「いじめ防止対策委員会」を設置する。 

  ○組織の構成 

   管理職、教務主任、児童指導部、児童支援専任教諭、養護教諭がこれを構成し、必要に応じて学校カウンセラー・ 

ＳＳＷ(ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶ )ー等外部の専門家の参加を求めることとする。 

   ○組織の役割  

    学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成の際に中核となる。 

       ・いじめの未然防止に向けての具体的な取組の推進 

・いじめに関する情報収集と共有化 

      ・いじめを発見した際の指導・支援体制、対応方針の決定 

      ・いじめ防止基本方針の見直し 

   ○年間計画 
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年間計画作成 実態把握 

第１回発達支援プロジェクト 

「校内支援体制について」 

生活アンケート（１回目） 

第２回発達支援プロジェクト 

「情報交換・児童理解」 

療育あおばによるｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ（１年） 

Ｙ-Ｐアセスメント（１回目） 

第３回発達支援プロジェクト 

「支援検討会Ⅰ」 

療育あおばによるｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ（全学年） 

いじめ防止職員研修 
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生活アンケート（２回目） 

第４回発達支援検討会 

「情報交換・児童理解」 

Ｙ-Ｐアセスメント（２回目） 

第５回発達支援プロジェクト 

「支援検討会Ⅱ」 

全市一斉生活アンケート（３回目） 

アンケート集約および検討 

人権週間の取組（人権教育） 

生活アンケート（４回目） 

人権教育職員研修 

第６回発達支援プロジェクト 

「支援体制の整理と評価・見直し」 

次年度の計画 

次年度への引き継ぎ準備 

 

法第２条にあるように、「いじめ」とは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等、当該児童

等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行わ

れるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」をいう。 

いじめ防止対策基本方針① 



３ いじめ防止及び早期発見のための取組 

  (１)いじめ防止の具体的取組 

      ・発達支援プロジェクト・・・年間で計画的に開催 

集団の中で配慮や支援の必要な児童についての共通理解を図り、支援検討を行う。 

  ・年２回の YPアセスメントをもとに、横浜プログラムを活用して適切な人間関係の確立を図り、あたたかい学級 

風土づくりを行う。 

        ・美小フェスタなどの行事を通して、児童が主体的に活動し、自分らしさを発揮し輝けるような場を設定する。 

  ・本校が大事にしてきた「道徳の時間」と人権教育の充実に努め、豊かな心の育成を図る。 

  ・「楽しくわかる授業」の実践を目指し、授業改善に努める。また、授業の中で、自他の考えを大切にして、学び

合いを深めていく学習を推進する。 

 ・たてわり活動を通して思いやりの心を育むとともに、自己有用感を高めることができるようにする。 

  (２)いじめの早期発見 

    ①いじめを見逃さない教職員集団の育成 

       ・児童指導部会での情報の吸い上げ（児童支援専任教諭を中心として） 

       ・職員会議、発達支援プロジェクト等での全職員による情報共有 

       ・人権感覚を高めるための職員研修の実施 

②定期的なアンケート、全市一斉アンケートの実施と聴き取り 

③Y-P アセスメントで学級の実態及び個々の子どもの意識調査を行い、学年内、ブロック内で情報を共有し、学

級内で「気になる子」への支援検討をきめ細かに行う。 

④児童支援専任教諭の相談窓口としての役割を保護者に周知し、担任だけでなく、いつでも誰にでも相談でき

る体制をつくる。 

    (３)いじめに対する措置 

    いじめを認知したら、直ちに「いじめ防止対策委員会」を開き、事実把握と指導の方針を検討する。 

                 関係する職員の役割分担（情報集約・記録・保護者対応・聴き取りなど）を明確にする。 

      ・被害児童からの丁寧な聴き取りと心のケア 

      ・周辺児童や加害児童からの聴き取り→正確な実態把握および指導 

      ・被害児童の保護者への説明及び意向の確認 

      ・被害児童及び保護者の意向を生かした加害児童の保護者への説明及び指導の依頼 

      ・状況に応じて、警察や児童相談所等と連携を図りながら対応する。 

    (４)研修 

      いじめ防止研修と人権教育研修を行い、いじめについての教職員の感性を高め、人権感覚を養う。 

     (５)保護者、地域との連携 

    「まちと共に歩む学校づくり懇話会」で、いじめに関する課題を共有し、学校の考え方について十分に理解を図

っていく。 

 

４ 重大事態への対応について 

     横浜市いじめ防止基本方針にのっとり、「重大事態」ととらえられる案件が発生した場合の対応 

①重大事態と思われる案件が発生した場合は、直ちに教育委員会に報告する。 

      ②「いじめ防止対策委員会」を直ちに開催。事実の共有化と今後の対応について検討し、調査の方法や役割分 

担などを決める。（教育委員会の指導、支援を仰ぐ。） 

③方針にのっとり、調査を行う。（事実確認） 

④調査結果を委員会に報告するとともに、関係職員で共有化。保護者への連絡と指導の順序、役割分担などに    

  ついて決定。 

 

５ その他 

   必要があると認められる場合は、「学校いじめ防止基本方針」の改定を行い、改めて地域・保護者に公表する。 

いじめ防止対策基本方針② 


